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令和8年6月30日 
  

令和8年度独立行政法人国際交流基金調達等合理化計画 
 
 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年5月25日総
務大臣決定）に基づき、独立行政法人国際交流基金は、事務・事業の特性を踏まえ、PDCA
サイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に
取り組むため、令和8年度独立行政法人国際交流基金調達等合理化計画を以下のとおり
定める。 
 
１．調達の現状と要因の分析  
（１）国際交流基金における令和７年度の契約状況は表1のとおりである。契約案件

は、年度によりその内容や契約期間が異なるため、単純に件数や金額の前年度と
の比較で状況を判断することが難しい。そのため、契約全体の中で契約の種別の
割合等を確認し、状況を把握するようにしている。なお、「競争性のない随意契
約」の大半は後述の基金事業の特性から基金会計規程上の「真に随意契約によら
ざるを得ない」ものに該当する契約である。 
令和６年度と比較すると「競争入札等」は増加しており、企画競争・公募は件

数においてはやや減少している。競争性のある契約の件数は横ばいだが、競争性
のない随意契約の件数は減少している。全体の件数は1割ほど減少しているが、全
体に占める率は、「競争性のある契約」、「競争性のない随意契約」ともに前年
度とほぼ同じ比率となっており、構造としては大きな変化は見られない。 

 
表1 令和７年度の国際交流基金の調達全体像   （単位：件、億円） 
 令和 6年度 令和 7年度 比較増▲減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等  77 
 (29.7%) 

 22.0 
 (51.3%) 

 82 
 (33.9%) 

 32.2 
 (62.0%) 

 5 
 (6.5%) 

 10.2 
 (46.1%) 

企画競争・ 
公募 

 24 
 (9.3%) 

 7.7 
 (18.0%) 

 19 
 (7.9%) 

 7.8 
 (15.0%) 

 ▲5 
 (▲20.8%) 

 0.04 
 (0.5%) 

競争性のある
契約（小計） 

 101 
 (39.0%) 

 29.8 
 (69.3%) 

 101 
 (41.7%) 

 40.0 
 (77.0%) 

 0 
 (▲0.0%) 

 10.2 
 (34.2%) 

競争性のない
随意契約 

 158 
 (61.0%) 

 13.2 
 (30.7%) 

 141 
 (58.3%) 

 11.9 
 (23.0%) 

 ▲17 
 (▲10.8%) 

 ▲1.3 
 (▲9.6%) 

合 計 
 259 
 (100.0%) 

 43.0 
 (100.0%) 

 242 
 (100.0%) 

 51.9 
 (100.0%) 

 ▲17 
 (▲6.6%) 

 8.9  
 (20.8%) 

※1 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※2 「比較増▲減」欄のカッコ内は、令和 7 年度の対令和 6 年度伸率である。 
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国際交流基金においては、平成 23 年度の業務実績評価における外務省独立行政

法人評価委員会の指摘を踏まえ、映像・公演事業や他団体との共催事業等、基金事
業の特性により真に随意契約によらざるを得ないもの（以下、「基金事業の特性に
よる随意契約」）と、それ以外の理由により随意契約となったものを明確に区分し
て整理を行い、平成 27年度に表 2のとおり基金会計規程の一部改正を行った。 

 
表 2 随意契約の小分類（国際交流基金会計規程第 25条第 1項第 1号（契約の性

質又は目的が競争入札に適さないとき）に当たる契約の類型）） 

基金の事業特性から
「真に随意契約によ
らざるを得ない」契
約の類型 

ア．著作権保持者からの映画・テレビ素材購入、上映権・放映権購入 
イ．展示事業企画制作・美術品の購入 

ウ．外国に派遣する公演団との派遣契約 

エ．共同で事業を実施する共催契約 
オ．基金拠点がない外国での契約  

それ以外の「真に随
意契約によらざるを
得ない」契約の類型 

カ．事務所の賃貸借及びこれに関連する契約 

キ．公共料金（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。） 

ク．その他 

 
基金事業の特性による随意契約の類型は上記ア～オのとおりであり、それ以外の

競争性のない随意契約の類型は上記カ～クのとおりである。基金事業の特性による
随意契約を除いた「競争性のない随意契約」と「競争性のある契約」との対比表は、
以下の表 3 のとおりであり、「競争性のある契約」の割合は、前年度より減少して
いるものの、件数では約 6割の水準を維持しており、金額では 8割と、高水準を保
っている。「競争性のない随意契約」では件数は増加したものの、金額は減少して
いる。 

 
表3 基金事業の特性による随意契約を除外した対比表     （単位：件、億円） 

 令和 6年度 令和 7年度 比較増▲減 
件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争性のある
契約 

 101 
 (67.8%) 

 29.8 
 (80.9%) 

 101 
 (62.0%) 

 40.0 
 (88.3%) 

 0 
 (▲0.0%) 

 10.2  
 (34.2%) 

競争性のない
随意契約 

 48 
 (32.2%) 

 7.0 
 (19.1%) 

 62 
 (38.0%) 

 5.3 
 (11.7%) 

 14.0 
 (29.2%) 

 ▲1.7  
 (▲24.6%) 

合 計  149 
 (100.0%) 

 36.8 
 (100.0%) 

 163 
 (100.0%) 

 45.3 
 (100.0%) 

 14 
 (9.4%) 

 8.5 
 (23.0%) 

※1 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※2 「比較増▲減」欄のカッコ内は、令和 7 年度の対令和 6 年度伸率である。 
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（２）国際交流基金における令和７年度の一者応札・応募の状況は、表 4のとおりであ
り、令和６年度と比較すると、契約件数合計は横ばいで、二者以上と一者以下の件
数もほぼ横ばいである。全体に占める割合は、二者以上は 7 割以上の水準を保ち、
一者以下はやや増加しているものの、3割を切った状態を維持している。令和 5年
度では、二者以上は7割には満たず（67.7%）、一者以下は3割を超えていた（32.3%）
状態であったが、令和 6年度、7年度と、二者以上による競争を実施している割合
を伸ばした状態が維持できている。 

 
表 4 令和７年度の国際交流基金の一者応札・応募状況   （単位：件、億円） 

 令和 6年度 令和 7年度 比較増▲減 

2者以上 
件数  80 (79.2%)  77 (76.2%)  ▲3 （▲3.8%） 

金額  18.0 (60.4%)  22.8 (57.0%)  4.8 （26.7%） 

1者以下 
件数  21 (20.8%)  24 (23.3%)  3 （14.3%） 

金額  11.8 (39.6%)  17.2 (43.0%)  5.4 （45.8%） 

合 計 
件数  101 (100.0%)  101 (100.0%)  0 （▲0.0%） 

金額  29.8 (100.0%)  40.0 (100.0%)  10.2 （34.2%） 
※1 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※2 合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 
※3 「比較増▲減」欄のカッコ内は、令和 6 年度の対令和 5 年度伸率である。 
※4 「1 者以下」には「0 者（入札不調・応募なし）」を含む（令和 6 年度：1 件、令和 7 年

度：２件）。 

 

（３）国際交流基金における令和７年度の障害者就労施設等からの物品等の調達状況は、
表 5のとおりであり、令和６年度と比較して、件数変化がないが、契約規模の大き
な案件があったため、金額が増加している。 

    
表 5 令和７年度の国際交流基金の障害者就労施設等からの物品等の調達状況 

（単位：件、千円） 

 
 

２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 
上記 1の現状分析等を含め総合的な検討を行った結果、以下のとおり、それぞれの

状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努めることとする。 
（１）平成 26年 10月 1日付け「独立行政法人の随意契約に係る事務について」（総務

省行政管理局長）を受け、平成 27 年度において基金会計規程の一部改正を行い、

 令和 6年度 令和 7年度 比較増▲減 

契約件数 19 19 0 

契約金額 7,985 11,487 3,502 
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表 2のとおり、基金事業の特性による随意契約の類型を基金会計規程に明記し、基
金の事業の特性により生じる随意契約と、それ以外の理由による随意契約とを明確
に区分する整理を行った。 
令和８年度においても、前年度に引き続き、改正後の規程に基づく運用を行い、

公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施することとする。【契約監視委員
会における評価】 

（２）一者応札・応募に関しては、年間調達予定案件概要の前広な周知の徹底、一者応
札・応募案件発生時のアンケート実施と要因分析等により、予防と再発防止に向け
た取組を実施するとともに、契約監視委員会において報告する。 
令和８年度においても、各調達担当部署による調達手続きを会計課が支援し、過

去に一者応札・応募になった案件について、事業者に対して、事業内容に応じた電
話等によるヒアリング又は任意のアンケート調査を実施し、その結果を参考とする
とともに、参入拡大のための点検事項を活用し、一者応札・応募となった要因を分
析することで、改善策を自律的に検討する取組を行う。 
また、入札予定の事前公表（入札を正式に公示する前の予告）を継続し、参入事

業者の準備期間の確保を図る。【検討・実施結果】 
（３）契約監視委員会の提言を踏まえ、平成 27 年度に随意契約の契約相手方の選定基

準、選定プロセス、選定理由等をより明確化したが、令和８年度もこれを確実に実
行し、契約の適正性について可視化を図る。【検討・実施結果】 

（４）障害者就労施設等からの物品等の優先調達については、「障害者就労施設等から
の物品等の調達の推進に関する基本方針（平成 25年 4月 23日閣議決定）」に基づ
いて定めた調達方針に基づき、積極的に推進する。【障害者就労施設等からの物品
等の調達件数、金額】 

（５）「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針に基づく
取組の実施について（依頼）」（平成 29 年 4 月 28 日付け一部改正府共第 341 号内
閣府男女共同参画局長通知）を踏まえ、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評
価する取組の推進を図る。 

 
 
３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 
（１）随意契約に関する内部統制の確立 

新たに随意契約を締結することとなる案件については、事前に基金内に設置さ
れた「経理部コンプライアンス強化ユニット（総括責任者は経理担当理事）」に報
告し、基金会計規程における「真に随意契約によらざるを得ない」契約の類型との
整合性や、より競争性のある調達手続の実施の可否の観点から点検を受けることと
する。 
ただし、緊急の必要により競争に付することができない場合等止むを得ないと

認められる場合は、事後的に報告を行い、その適否を点検することとする。【経理
部コンプライアンス強化ユニットによる点検件数等】 
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（２） 不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組 
ア．国際交流基金では、これまで調達に関する「会計実務マニュアル」を作成する
とともに、職員を対象とした定期的な研修（会計実務研修）を行っている。研修
については、「会計実務マニュアル」の職員間での定着状態をチェックし、その
結果を踏まえた研修計画の見直しを行う。【検討・実施結果】 

イ．「政府関係法人会計事務職員研修」や「政府出資法人等内部監査業務講習会」な
どの外部研修に経理部及び監査室の職員を参加させることにより契約・会計実
務の知識習得や専門性向上に努める。【検討・実施結果】 

 
４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関す
る評価の一環として、年度終了後に実施し、自己評価結果を外務大臣に報告し、外
務大臣の評価を受ける。外務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化
計画の改定・策定等に反映させるものとする。 

 
５．推進体制 
（１）推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、経理担当理事を総括責任者とする
「経理部コンプライアンス強化ユニット」により調達等合理化に取り組むものとす
る。 
総括責任者：経理担当理事 
メンバー：経理部長、会計課長、その他理事長が指名する職員 

（２）契約監視委員会の活用 
監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己

評価の際の点検を行うとともに、これに関連して、随意契約、再委託案件、一者応
札・応募案件などに該当する個々の契約案件の事後点検を行い、その審議概要を公
表する。 

 
６．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、国際交流基金のホームページ
にて公表するものとする。 
なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合

理化計画の改定を行うものとする。 
 

以上 
 


